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レンタカー貸渡約款 
 

第１章  総則 
第１条 （約款の適用） 

１ 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車（以下「レンタカー」といいます。）を借受人に貸し渡すものとし、借受

人は、これを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとしま

す。 

２  当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で借受人との間において特約に応ずることがあります。特

約した場合には、その特約が優先するものとします。 

 

第２章  予約 
第２条 （予約） 

１ 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、この約款及び当社が別に定める料金表等に同意のうえ、当社所定の方法によ

り、あらかじめ、車種、クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品使用の

有無、その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は、保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるも

のとします。 

２  借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う提携会社又は旅行会社等（以下「代行業者」といいます。）において、

予約の申込みをすることができます。 

３ 前２項の予約は、当社が別途認める場合を除き、当社が定める予約申込金を支払って行うものとします。 

 

第３条 （予約の変更） 

１ 前条第１項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 

２ 借受人は、代行業者に対して前条第２項の申込みを行った場合であっても、その代行業者又は当社に対して予約の変更

又は取消しを行うことができるものとします。 

 

第４条 （予約の取消し） 

１ 第２条第１項又は第２項により予約した借受開始時間を１時間以上経過しても貸渡契約の締結に着手しなかったとき

は、予約は取り消されたものとみなします。 

２ 借受人は、第２条第１項又は第２項の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消すことができるものとし

ます。この場合、借受人は、当社が別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支

払があったとき、当社は受領済みの予約申込金の払戻しをするものとします。なお、当社は、受領済みの予約申込金の払戻

しに代えて、予約取消手数料に充当することができるものとし、この場合、当該充当後に予約申込金に残額があるときには、

残額の払戻しをするものとします。 

３  当社は、第２条第１項又は第２項の予約を受けた場合であっても、当社の都合で予約を取り消すことができるものとしま

す。この場合、当社は、受領済みの予約申込金の払戻しをするほか、当社が別に定めるところにより違約金を支払うものとし

ます。 

４ 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結さ

れなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。 
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第５条 （免責） 

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第４条に定める場合を除き、

相互に何らの請求をしないものとします。 

 

第３章 貸渡契約 
第６条 （貸渡契約の締結） 

１ 当社は、当社の店舗において、借受人に対し、この約款及び料金表等により貸渡しの条件を明示し、借受人は、当社に

対し、借受条件を明示した上で所定の申込みを行うこととし、当社が当該申込みを承諾したときにレンタカー貸渡契約（以

下「貸渡契約」といいます。）が成立するものとします。ただし、貸渡しできるレンタカーがない場合、又は借受人若しくは運転

者が第１０条第１項各号又は同条第２項各号のいずれかに該当する場合には、当社は、上記借受人からの申込みを承

諾しないことがあります。 

２ 前項の規定にかかわらず、借受人が第２条第１項又は第２項によりレンタカーの予約を行っていた場合には、当該借受

人が当社所定の手続を行い、当社が同予約を確認したときに貸渡契約が成立するものとします。ただし、借受人又は運転

者が第１０条第１項各号又は同条第２項各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約が成立しないことがあります。 

３ 当社は、監督官庁の基本通達（注１）に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第１４条第１項に規定する貸渡証（貸渡

契約書）に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証（注２）の番号を記載し、又は運転者の運転免許

証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の

提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示

し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出

するものとします。 

（注１）監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局⾧通達「レンタカーに関する基本通達」（自旅第１３８

号 平成７年６月１３日）の２．(１０)及び(１１)のことをいいます。 

（注２）本約款における運転免許証とは、道路交通法第９２条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則

第１９条別記様式第１４の書式の運転免許証をいいます。 

４ 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求

め、提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者は、これを承諾します。 

５ 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者がレンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間（以下

「使用中」といいます。）に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者は、こ

れに従います。 

 

第７条 （貸渡料金の支払義務及び支払方法） 

１ 前条第１項又は第２項に従って貸渡契約が締結されたときは、借受人は、当社に対し、直ちに当社が別に定める貸渡料

金を支払うものとします。この場合、予約申込金又は旅行あっせん業者等において発行したクーポン券券面額相当額は、貸

渡料金の一部に充当されるものとします。 

２ 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、貸渡料金その他の借受人が当社に支払う金銭について、別途当社所

定の方法により支払方法及び支払時期を指定することがあります。 

 

第８条 （貸渡料金） 

１ 当社が受領する第７条の貸渡料金は、レンタカー貸渡し時において、地方運輸局運輸支局⾧（兵庫県にあっては神戸

運輸監理部兵庫陸運部⾧、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所⾧。以下、第１４条第１項においても同じと



3 

 

します。）に届け出て実施している料金表によるものとします。 

２  当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯するオプション料金、乗り捨て料金、燃料代等の合計額

をいうものとし、それぞれの金額又は算定基準については、料金表等に記載するものとします。 

３ 第２条第１項又は第２項による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金と

を比較して低い貸渡料金によるものとします。 

 

第９条 （代替レンタカー） 

１  当社は、事故、盗難その他の当社の責によらない事由により予約された車種又はクラスのレンタカーを貸し渡すことができ

ない場合には、予約と異なる車種又はクラスのレンタカー（以下「代替レンタカー」といいます。）を貸し渡す旨の申入れをす

ることができるものとします。 

２  借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は、車種及びクラスを除き、予約時の借受条件と同一の借受条件で代替

レンタカーを貸し渡すものとします。この場合、貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種及びクラスの貸渡料金

より高くなるときは、予約した車種及びクラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種及びクラスの貸渡料金より低くなると

きは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。 

３  借受人は、本条第１項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。この

場合、第４条第２項の規定にかかわらず、当社は、借受人に対し、受領済みの予約申込金の払戻しのみを行うものとしま

す。 

４ 本条第２項の規定により代替レンタカーの貸渡しがなされた場合には、借受人の予約は取り消されたものとみなします。こ

の場合、第４条第４項に準じて、当社は、借受人に対し、受領済みの予約申込金の払戻しをするものとします。なお、当社

は、当該予約申込金を代替レンタカーの貸渡料金に充当することができるものとします。 

５ 本条第２項の規定により代替レンタカーの貸渡しがなされた場合又は本条第３項の規定により予約の取消しがなされた

場合のいずれであっても、第４条第３項の適用はなく、当社は、借受人に対して、違約金を負担しないものとします。 

 

第１０条 （貸渡契約の締結の拒絶） 

１ 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結をすることができないものとします。 

（１）借受人又は運転者が貸渡しするレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証の提示をしないとき。 

（２）借受人又は運転者が酒気を帯びていると認められるとき。 

（３）借受人又は運転者が麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 

（４）借受人又は運転者が、チャイルドシートがないにもかかわらず６才未満の幼児を同乗させるとき。 

（５）借受人又は運転者が第４５条第１項柱書に定める暴力団員等又は同項各号のいずれかに該当し若しくは同条第

２項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第１項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが

判明し、当社が借受人又は運転者との取引を継続することが不適切であると判断したとき。 

２ 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 

（１）予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。 

（２）借受人又は運転者が過去の貸渡し（他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。以下本項において同じ。）について、貸

渡料金の支払を滞納した事実があるとき。 

（３）借受人又は運転者が過去の貸渡しにおいて、第１７条（禁止行為）各号に掲げる事項に該当する行為があったと

き。 

（４）借受人又は運転者が過去の貸渡しにおいて、第１８条（違法駐車の場合の措置など）及び第２５条（不返還とな

った場合の措置）に掲げる事項に該当する行為があったとき。 

（５）借受人又は運転者が過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事
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実があったとき。 

（６）当社が別に定める条件を借受人又は運転者が満たしていない場合その他の上記以外の理由により当社が貸渡契約の

締結を不適当と判断したとき。 

３ 前２項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、第４条第２項に基づく予約の取消しがあったもの

として取り扱うことができるものとします。 

 

第１１条   （借受条件の変更） 

１ 借受人は、貸渡契約の成立した後、当該貸渡契約で定める借受条件を変更しようとするときは、予め当社に通知し当社

の承諾を受けなければならないものとします。 

２  当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。 

 

第１２条 （定期点検整備） 

当社は、道路運送車両法第４７条の２に定める日常点検整備及び第４８条の定期点検整備を実施したレンタ

カーを貸し渡すものとします。 

 

第１３条 （貸渡手続） 

１ 当社は、貸渡契約で定める開始日時及び借受場所で、レンタカーを貸し渡すものとします。 

２ 当社は、借受人及び運転者が当社と共同して、①前条の点検整備が実施されていること、②レンタカーに整備不良がない

こと（当社が別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行うことにより確認するものとします。）、及び③その

他レンタカーが借受条件を満たしていること等を確認したうえで、当該レンタカーを貸し渡すものとします。 

３  当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、整備・交換等の処置を講ずるものとします。 

４  借受人及び運転者は、 チャイルドシートをその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすること

があっても装着の責任は借受人及び運転者が負うものとします。 

 

第１４条 （貸渡証の交付・携帯） 

１  当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局⾧が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人

又は運転者に交付するものとします。 

２ 借受人及び運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。 

３ 借受人及び運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。 

 

第４章  使用 
第１５条 （借受人及び運転者の管理責任） 

  借受人及び運転者は、使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 

 

第１６条 （点検整備） 

借受人及び運転者は、使用中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第４７条の２

の（日常点検整備）に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。 

 

第１７条 （禁止行為） 

借受人及び運転者は、レンタカーの使用中、次の行為をしてはならないものとします。 
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（１）当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に

使用すること。 

（２）レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第６条第３項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以

外の者に運転させること。 

（３）レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。 

（４）レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、そ

の原状を変更すること。 

（５）当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用す

ること。 

（６）法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 

（７）当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。 

（８）レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 

（９）当社又は他の借受人及び運転者に対し著しく迷惑をかける態様（車内への物品の放置、禁煙車両での喫煙行為な

どレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない。）でレンタカーを使用すること。 

（10）その他貸渡契約で定める借受条件（その後の変更を含みます。）に違反する行為をすること。 

 

第１８条 （違法駐車の場合の措置など） 

１ 借受人及び運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人及び運転者は、違

法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッ

カー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。 

２ 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人及び運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移

動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違

反を処理するよう指示することができるものとし、借受人及び運転者は、これに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが

警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 

３ 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により

確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人及び運転者に対して前項の指示を行うことができるも

のとします。 また、当社は、借受人及び運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法

律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書（以下「自認書」といいます。）に自ら署名するよう求めることができ

るものとし、借受人及び運転者は、これに従うものとします。 

４ 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借

受人及び運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通

法第５１条の４第６項に定める弁明書並びに自認書及び貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な

法的措置をとることができるものとし、借受人及び運転者は、これに同意するものとします。 

５ 当社が道路交通法第５１条の４第１項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人及び

運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は、借受人及び

運転者に対し、次の各号に掲げる金額（以下「駐車違反関係費用」といいます。）を請求するものとします。この場合、借

受人及び運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。なお、当該期日までに駐車違反

関係費用の全部又は一部の支払いがなされないときは、借受人及び運転者は、第４１条（遅延損害金）の規定が適用

されることを確認します。 

（１）放置違反金相当額 

（２）当社が別に定める駐車違反違約金30,000 円（不課税）  
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（３）探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用   

６ 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人及び運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する

請求額の全額を支払わないときは、当社は、借受人及び運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人

全国レンタカー協会情報管理システム（以下「全レ協システム」といいます。）に登録する等の措置をとることができるものとし

ます。 

７ 本条第１項の規定により借受人及び運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人及び

運転者が、本条第２項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は本条第３項に基づく自認書に署名すべき旨の当社

の求めに応じないときは、借受人及び運転者は、当社に対し、駐車違反関係費用に充てるものとして、当社の請求により、

本条第５項に定める放置違反金相当額及び駐車違反違約金（以下「駐車違反金」といいます。）を支払うものとします。 

８ 本条第６項の規定に基づく措置を講じるに際し、当社が借受人及び運転者から駐車違反金の全額を受領したときは、当

社は、本条第６項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削

除するものとします。 

９ 借受人及び運転者が、本条第５項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人及び運転者

が、その後、当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消さ

れ、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は、既に支払を受けた駐車違反関係費用のうち、駐車違反金を借受

人及び運転者に返還するものとします。本条第７項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様としま

す。 

１０ 本条第６項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納

付命令が取り消され、又は本条第５項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システム

に登録したデータを削除するものとします。 

 

第１９条 （ETC カード） 

借受人及び運転者は、ETC カードレンタルサービスを利用する場合は、下記の事項に承諾のうえ、利用するものとし

ます。 

（１） 利用期間中の通行料金は、レンタカー返却時に ETCカードのＩＣチップに記録された情報をもとに全額精算をするこ

と。 

＊IC チップに記録されない調整料金又は割引などの特例（通行止め時の乗り継ぎ料金調整や、一部道路事業者の割引サ

ービスなど）は、当サービスでは適用外とします。 

（２） 以下のようなケースで後日通行料金の未払いが判明した場合、追加精算をすること。 

・申告忘れのご使用料金が判明した場合 

・ETC カード若しくは精算機の異常により、通行履歴、金額が確認できなかった場合 

（３） ETCカードの紛失及び盗難等が発生した場合は、当社に連絡するとともに、それらに起因して生じた第三者の不正

使用等により発生した損害については、借受人及び運転者が賠償すること。 

（４） ETCカードを紛失、盗難、又は使用・管理上の落ち度により ETC カードを棄損、変形させた場合、カード賠償金とし

て 30,000 円 を支払うこと。 

（５） ETCカードを紛失、盗難、棄損、変形され、当社にて利用履歴・通行料が確認できないときは、申告いただいた利用

経路の通行料金の 1.5 倍相当額の金額を預り金として当社が請求することができ、その場合はその額を預け入れるこ

と。後日、道路事業者から請求が来た時点で預り金に過不足が発生した場合は、別途、当社から返金又は追加請求

を受けうることがあり、それに応じること。 

（６） 借受人及び運転者の過失等によるトラブルについては借受人及び運転者が対応し、当社は一切の責務を負わないこ

と。 
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（７） 第三者に ETC カードを貸与しないこと。 

（８） 借受期間が満了したにも関わらずレンタカー、ETC カードの返却がない場合、当社が道路事業者に貸出ETC カード

の利用停止を依頼する事を承諾すること。 

（９） 道路事業者から ETC カードの利用者についての問い合わせが入った場合（利用期間終了後も含む）、求めに応じ

氏名、住所および連絡先等、利用者の個人情報を開示することを承諾すること。 

（１０）当社は、ETC システムの利用により発生した一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないこと。 

 

第５章  返還 

第２０条 （返還責任） 

１ 借受人及び運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。 

２ 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人及び運転者は、当社に与えた一切の損害を賠償するものとし

ます。 

３ 前項の規定にかかわらず、借受人及び運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することが

できない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人及び運転者は、直ちに当社に

連絡し、当社の指示に従うものとします。 

 

第２１条 （返還時の確認等） 

１ 借受人及び運転者は、レンタカーを当社に返還するとき、燃料を補充の上、レンタカー、付属品及びチャイルドシート等につ

いて、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。 

２  当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人及び運転者の立会いのうえ、レンタカー、付属品及びチャイルドシート等の状

態を確認するものとします。 

３  借受人及び運転者は、レンタカーの返還に当たって、レンタカー内に借受人、運転者及び同乗者の遺留品がないことを確

認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品の保管等について責を負わないものとします。 

４ 借受人及び運転者は、レンタカーの返還に当たって、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。 

 

第２２条 （借受期間変更時の貸渡料金） 

 借受人及び運転者は、第１１条第１項により借受期間を延⾧したときは、借受期間開始時からレンタカー及び備品を返還

するまでの期間に対応する貸渡料金と、借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低

い方の金額と、支払済みの貸渡料金との差額を車両返還時又は車両返還より前に当社に支払うものとします。 

 

第２３条 （レンタカーの返還場所等） 

１ 借受人及び運転者は、第１１条第１項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとしま

す。 

２  借受人及び運転者は、前項の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 

３  借受人及び運転者は、第１１条第1 項による当社の承諾を受けることなく、貸渡契約で定める返還場所以外の場所に

レンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。     

    返還場所変更違約料 

＝返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×２００％ 

 

第２４条 （レンタカー貸渡料金等の精算） 
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１ 借受人及び運転者は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、燃料代、ETC 利用料等の未精算がある場合には、こ

れらの料金を車両返還時又は車両返還より前に当社に支払うものとします。 

２  燃料が未補充の場合における燃料代の精算については、借受人及び運転者は、走行距離に応じ、当社が別に定める換

算料金により精算し、これらの料金を支払うものとします。 

３ 借受人及び運転者が前各項に定める支払いをせずに車両を返還した場合、借受人及び運転者は、当社が別途指定する

方法にて、未精算額を支払うものとします。 

４ 借受人及び運転者は、第４１条（遅延損害金）の規定が本条に定める当社に対する支払義務にも適用されることを確

認します。 

 

第２５条 （不返還となった場合の措置） 

１ 当社は、借受人及び運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー（付属品を含みま

す。）を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になった

と認められるとき（これらを総称して、以下「不返還等」といいます。）は、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社

団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとることができま

す。 

２ 当社は、前項の不返還等に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人及び運転者の家族、親

族、勤務先等の関係者への聞取調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。 

３ 本条第１項の不返還等に該当することとなった場合、借受人及び運転者は、第３０条の定めにより当社に与えた損害に

ついて賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人及び運転者の探索に要した費用を負担するものとします。 

 

第６章 事故、故障、盗難の措置 
第２６条 （事故発生時の措置） 

１ 借受人及び運転者は、レンタカーの使用中に当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令

上の処置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。 

（１）直ちに事故の状況等を当社に報告すること。 

（２）当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出するこ

と。 

（３）当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。 

（４）レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 

２  借受人及び運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 

３  当社は、借受人及び運転者のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するも

のとします。 

 

第２７条 （故障発生時の措置） 

借受人及び運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、当社に連絡す

るとともに、当社の指示に従うものとします。 

 

第２８条 （盗難発生時の措置） 

借受人及び運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をと

るものとします。 
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（１）直ちに最寄りの警察に通報すること。 

（２）直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 

（３）盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞

なく提出すること。 

   

第２９条 （使用不能による貸渡契約の終了） 

１ 使用中において故障、事故、盗難その他の事由（以下「故障等」といいます。）によりレンタカーが使用できなくなったとき

は、貸渡契約は終了するものとします。 

２ 借受人及び運転者は、前項の場合、レンタカー（付属品を含みます。）の引取り及び修理等に要する費用を負担するも

のとし、当社は、受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が本条第３項又は第５項に定める事由に

よる場合はこの限りでないものとします。 

３ 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は、当社から代替レンタカー

の提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第９条を準用するものとします。 

４ 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は、受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、

当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 

５ 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料

金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 

６ 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、

本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。 

 

第７章 賠償及び補償 
第３０条 （賠償及び営業補償） 

１ 借受人又は運転者が、その責に帰する事由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、借受人及び運転者

は、当社に対してレンタカー又は付属品の修理期間中の休車損害（ノンオペレーションチャージ）として、当社が別に定める

損害賠償金を支払うものとします。当社は、この額を料金表に明示します。 

２  前項に定めるほか、借受人又は運転者が、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合は、借受人及び運

転者は、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰さない事由による場合を除きま

す。 

 

第３１条 （保険及び補償） 

１ 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人及び運転者が負担した

第３０条第２項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 

（１）対人補償      １名限度額   無制限（自動車損害賠償責任保険を含む。） 

（２）対物補償      １事故限度額   無制限（免責額上限５０万円） 

（３）車両補償      車両時価額（免責額上限５０万円） 

（４）人身傷害補償  無制限 （過失割合に関係なく実損補填プラス通院・入院） 尚、その他に関しては当社付保の損

害保険約款に準ずるものとします。 

２  警察及び当社営業所に届け出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第１０条第１項

各号、同条第２項各号若しくは、第１７条各号のいずれかに該当する場合において発生した事故又は借受期間を無断で

延⾧して延⾧後に起きた事故には損害保険及びこの補償制度は適用されません。 
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第８章 貸渡契約の解除 
第３２条 （貸渡契約の解除） 

１ 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に次の各号の１に該当したときは何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約

を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が受領した貸渡料金の払戻しを

しないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、又は借受期間の延⾧等により未精算金がある場

合には、借受人及び運転者は、これらの料金を支払うものとします。 

（１）この約款に違反したとき。 

（２）借受人又は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。 

（３）第１０条第１項各号又は同条第２項各号の１に該当することとなったとき。 

２ 前項に基づき当社が解除の意思表示をする場合、当社が当該意思表示を発した時に貸渡契約は解除されたものとしま

す。 

 

第３３条 （中途解約） 

１ 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約すること

ができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還

までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 

２ 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。 

中途解約手数料＝｛（借受期間に対応する基本料金） 

  －（貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金）｝×５０％ 

 

第９章 個人情報の取扱い  

第３４条 （個人情報の取扱い） 

１ この約款によるレンタカーの借受けの申入れをした借受人及び運転者は、当社が以下の目的で借受人及び運転者の個人

情報（①自動車貸渡証に記載される借受人及び運転者の氏名・住所・電話番号等の情報及びその他借受人及び運転

者が申告した情報、②利用クラス、車種、用途、借受開始日等の貸渡契約の内容に関する情報、③借受人及び運転者が

提示した運転免許証等に記載された情報、④当社が一般社団法人全国レンタカー協会から提供を受けた情報、⑤ドライブ

レコーダーにより取得したレンタカー周囲の映像及び車内の音声、⑥メルセデスミーコネクト（IoT サービスの一つであり、全

地球測位システム（ＧＰＳ）を含みます。 

  詳細は、https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/services/mercedes-me/apps.html を参照し

てください。）の機能により取得されたレンタカーの位置情報、残燃料、走行距離、その他のレンタカーに関する情報）を収

集、保有し、利用することに同意します。 

（１） レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務

付けられている事項を遂行するため。 

（２） 貸渡契約に基づく権利行使、義務履行及び契約管理をするため。 

（３） 借受人及び運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。 

（４） 借受人及び運転者の本人確認及び審査をするため。 

（５） 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 

（６） 当社において取り扱う商品・サービス等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付・ｅ

メールの送信等の方法により、借受人及び運転者に案内するため。 
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（７） 商品開発、顧客満足度向上策等の検討のため、借受人及び運転者にアンケート調査を実施するため。 

（８） レンタカーの利用状況の確認のため。 

（９） レジャー、試乗、その他の自動車有償貸渡による車両の利用として社会通念上相当な目的でレンタカーの利用がなさ

れているかを確認するため。 

（１０） レンタカーの位置を特定するため。 

（１１） レンタカーが盗難され、又は盗難された可能性がある場合にレンタカーを捜索するため。 

（１２） 借受人又は運転者と連絡が取れない場合にそれらの者と連絡を取るため。 

（１３） 貸渡契約に関する通知又は案内を行うため。 

２ 借受人及び運転者は、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、下記（１）に示した範囲において借受人及び運転

者の個人情報を下記（２）に示した第三者（以下「提供先」といいます。）に提供すること、並びに提供先がこれを利用す

ることに同意します。 

（１）提供内容:利用車種、用途、借受開始日時等のレンタカーの借受けに関する情報及び借受人及び運転者の氏名・

住所、メールアドレス、電話番号、運転免許証番号等並びにドライブレコーダーにより取得したレンタカー周囲の映像及び

車内の音声、メルセデスミーコネクトの機能により取得されたレンタカーの位置情報、残燃料、走行距離、その他のレンタカ

ーに関する情報等の個人情報。 

（２）提供先およびその利用目的 

  ①メルセデス･ベンツ日本合同会社（以下「ＭＢＪ」といいます。） 

イ.  ＭＢＪの事業における商品、サービス等についての情報を提供する等、ＭＢＪの営業に関する案内を行うため。 

ロ.  ＭＢＪの事業における商品の企画・開発又はお客様満足度調査向上策等の検討のため、アンケート調査を実施

するため。 

ハ． 当社から個人情報の提供を受けたＭＢＪが当該個人情報を処理又は管理する目的で、外国にある事業者に

提供すること。 

ニ． レンタカーの利用状況確認のため。 

ホ.  レジャー、試乗、その他の自動車有償貸渡による車両の利用として適切な目的でレンタカーの利用がなされている

かを確認するため。 

ヘ.  レンタカーの位置を特定するため。 

ト.  レンタカーが盗難され、又は盗難された可能性がある場合にレンタカーを捜索するため。 

チ．借受人又は運転者と連絡が取れない場合にそれらの者と連絡を取るため。 

ツ.  貸渡契約に関する通知又は案内を行うため。 

②メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社（以下「ＭＢＦ」といいます。）（当社がＭＢＦの場合は除きます。） 

イ. ＭＢＦの事業における商品、サービス等についての情報を提供する等、ＭＢＦの営業に関する案内を行うため。 

ロ. ＭＢＦの事業における商品の企画・開発又はお客様満足度調査向上策等の検討のため、アンケート調査を実施

するため。 

ニ． レンタカーの利用状況の確認のため。 

ホ.  レジャー、試乗、その他の自動車有償貸渡による車両の利用として適切な目的でレンタカーの利用がなされている

かを確認するため。 

ヘ.  レンタカーの位置を特定するため。 

ト.  レンタカーが盗難され、又は盗難された可能性がある場合にレンタカーを捜索するため。 

チ．借受人又は運転者と連絡が取れない場合にそれらの者と連絡を取るため。 

ツ.  貸渡契約に関する通知又は案内を行うため。 

③メルセデス・ベンツ正規販売店（ＭＢＪのホームページにて公表されています。） 
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イ. 正規販売店の事業における自動車、保険、その他正規販売店において取り扱う商品、サービス等、又は各種イベ

ント、キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、電話等の方法により案内するため。 

ロ. 正規販売店の事業における商品開発又はお客様満足度調査向上策等の検討のため、アンケート調査を実施する

ため。 

④海外関連会社（Mercedes-Benz Group AG 社（ドイツ）、Mercedes-Benz Mobility AG 社（ドイツ）、その

他の以下の URL に掲載された法人をいう。以下同じ。） 

イ．海外関連会社における商品・サービスの企画・開発、消費者動向調査・顧客満足度調査やマーケティング活動の

ためのアンケート調査のため。 

ロ．海外関連会社におけるフェア、製品情報、イベント等についての電話、e-mail、訪問、DM発送等によるご案内のため。 

ハ．海外関連会社における社内統計資料等の作成のため。 

二．海外関連会社における本契約の与信審査及び与信判断並びに本契約の履行を含めた与信・契約管理のため。 

 

（海外関連会社） 

    https://group.mercedes-benz.com/careers/about-us/locations/?r=dai 

 

※ なお、海外関連会社については、変動が生じ得るため、本条項においてすべてを具体的に特定することはできませんが、上記

URLにおいて、提供先となり得る海外関連会社及びその所在国の範囲をご確認いただけます。 

※ 借受人及び運転者は、別途当社の窓口にご連絡いただくことにより、その時点において提供先となっている海外関連会社及びそ

の所在国等に関する情報をご確認いただけます。 

 

  ⑤ 都道府県警（当社が都道府県警から刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査事項照会又はこれに準ずる照会を受け

た場合） 

イ．捜査のため。 

３ シンガポールを含む海外関連会社の所在国における個人情報保護制度に関する情報は、下記URL においてご確認いた

だけます（一部の所在国については、情報が掲載されておりませんが、当社が当該所在国の第三者に個人情報を提供する

場合には、別途当該所在国の個人情報保護制度に関する情報を提供します。） 

 なお、海外関連会社においては、グループ会社の情報保護に関連するルールにも従い、基本的に OECD プライバシーガイ

ドライン８原則に対応する措置が全て講じられております。 

（海外関連会社の所在国における個人情報保護制度に関する情報） 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku 

 

４ 本条第１項各号に定めている目的以外に借受人及び運転者の個人情報を利用する場合は、あらかじめその利用目的を

明示して行います。 

５ 借受人及び運転者は、当社及び提供先に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情

報を書面又は電磁的方法により開示するよう請求することができ、万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合

には、当社又は提供先は、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、速やかに訂正、追加又は削除に応じるも

のとします。但し、その場合、請求者がご本人であることを証明するため、当社又は提供先が要求する本人確認書類等を提

示しなければならないものとします。なお、当社又は提供先に開示を求める場合には、当社の窓口に連絡してください。 

６ 借受人及び運転者は、当社に対して個人情報の保護に関する法律の定めるところにより本条第１項に定める個人情報の

利用停止等及び本条第２項による個人情報の提供の中止を求めることができます。但し、その場合、請求者がご本人であ

ることを証明するため、当社又は提供先が要求する本人確認書類等を提示しなければならないものとします。なお、当社に
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当該利用停止等又は提供の中止を求める場合には、当社の窓口に連絡してください。 

７ 当社は、個人情報保護法その他の法令（日本に限らず、外国におけるものも含みます。）により認められる場合には、借

受人及び運転者の個人情報について第三者提供を行うことがあります。 

８ 前各項のほか、当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取

扱いを第三者に委託することができるものとします。 

 

第３５条 （個人情報の登録及び利用の同意） 

借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人及び運転者の氏名、生年月日、運転免許

証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに７年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全

国レンタカー協会、これに加盟する各地区レンタカー協会、及びこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締

結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。    

（１）当社が道路交通法第５１条の４第１項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合 

（２）当社に対して第１８条第５項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払がない場合 

（３）第２５条に規定する不返還等があったと認められる場合 

 

第１０章 雑則 
第３６条 （ドライブレコーダーに関する承諾等） 

１． 借受人及び運転者はドライブレコーダーに関して次に掲げる事項を承諾するものとします。 

（１） レンタカーにドライブレコーダーが取り付けられること。 

（２） 運転中及び駐停車中など、レンタカー使用期間中はレンタカーの周囲の映像の録画及び車内での音声が録音されるこ

と。 

（３） 当社が必要と認めた場合、前項により取得された映像及び音声のデータを再生解析し又は削除すること。 

（４） 前号の結果、当社が借受人及び運転者に事実確認等を行うことが必要と認めた場合、借受人及び運転者に電話、メ

ール、その他任意の手段で連絡をとり、事情の聴き取りを行うことができること。 

（５） 借受人及び運転者はレンタカーを車両並びにそれに付随する機能及びテクノロジーの研究、サーキット走行、その他の

自動車有償貸渡として社会通念上相当な使用行為以外に使用してはならないこと。 

（６） ドライブレコーダーの電源を切るなど、ドライブレコーダーが正常に機能することを妨げる行為をしないこと。 

（７） 前二号に関する事実を確認するため当社が借受人及び運転者から事情の聴き取りをできること。 

２． 前項（５）及び（６）に反した場合、当社は、借受人及び運転者に対してタイヤの交換、レンタカーのメンテナンスに要

した費用、その他のレンタカーの状態を回復するのに要する一切の費用を請求することができるものとします。 

 

第３７条 （メルセデスミーコネクトに関する承諾等） 

１． 借受人及び運転者はメルセデスミーコネクトに関して次に掲げる事項を承諾するものとします。 

（１） レンタカーがメルセデスミーコネクト搭載車両の場合、当社が、メルセデスミーコネクトのアプリケーションやウェブサイトか

らレンタカーの位置情報、残燃料、走行距離、その他の情報を検知することができること。 

（２） 借受人及び運転者はＧＰＳを切断するなど、ＧＰＳが正常に機能しなくなるような行為をしてはならないこと。 

（３） 前項に反する行為が行われた場合、当社が借受人及び運転者から事情の聴き取りをできること。 

（４） 当社又はフランチャイズ加盟店が必要と認めたときは、メルセデスミーコネクトの機能を用いて、ドアの鍵を遠隔で施

錠又は開錠し、加えて車両の引き上げをすることができること。 

２． 前項（２）に反した場合、当社は、借受人及び運転者に対してその違反により生じたレンタカーの状態を回復するのに
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要する一切の費用を請求することができるものとします。 

 

第３８条 （相殺）    

当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する

金銭債務といつでも相殺することができるものとします。  

 

第３９条 （消費税） 

借受人及び運転者は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税及び地方消費税を、別途当社に対して支

払うものとします。 

 

第４０条 （代理貸渡） 

１ 当社は、第３章から第６章に規定するレンタカーの貸渡しに関する業務（以下「代理貸渡業務」といいます。）を当社に

代わって他の事業者（以下「代理貸渡事業者」といいます。）に行わせることができるものとします。 

２ 当社が代理貸渡事業者に代理貸渡業務を行わせる場合、本条第4 項に規定するトラブルがあった場合を除き、第2 章

及び第9 条は適用されないものとします。 

３ 当社が代理貸渡事業者に代理貸渡業務を行わせる場合、第6 条第1 項の「当社の店舗」を「代理貸渡事業者の店舗」

に読み替えて適用するものとします。 

４ レンタカーに関する事故、故障等のトラブルがあった場合において、代理貸渡事業者の貸渡約款による方がこの約款を適

用するよりも借受人にとって有利であるときは、代理貸渡事業者の貸渡約款に従って当該トラブルの処理を行うものとしま

す。 

 

第４１条 （遅延損害金） 

借受人及び運転者は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率１４．６％の割合によ

る遅延損害金を支払うものとします。 

 

第４２条 （邦文約款の優先適用） 

邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。 

 

第４３条 （契約の細則） 

１ 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。 

２ 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所への掲示その他の当社所定の方法によりこれを提示するものとします。又

これを変更した場合も同様とします。 

 

第４４条 （管轄裁判所） 

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店又は支社、営業部所在地を管轄する地

方裁判所又は簡易裁判所とすることとします。 

 

第４５条 （反社会的勢力との取引拒絶） 

１ 借受人及び運転者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、

暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを

「暴力団員等」という。）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当し
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ないことを確約します。 

（１） 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

（２） 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

（３） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴

力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

（４） 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 

（５） 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

２ 借受人及び運転者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 

（１） 暴力的な要求行為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４） 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 

（５） その他前各号に準ずる行為 

 

  附    則       

 本約款は、平成３０年９月２５日から施行しました。 

 本約款は、平成３１年３月１２日に改定しました。 

 本約款は、令和２年12 月１日に改定しました。 

 本約款は、令和4 年3月7 日に改定しました。 

 本約款は、令和5 年10 月1 日に改定しました。 

 本約款は、令和6 年12 月15 日に改定しました。 


